
技適マーク、付いてますか？

日本国内では技適マークが付いている無線機を使用しましょう。

技適マークの付いていない無線機を使用したり、使用できる状態にすることは
電波法違反となります！

日本国内での旅行などで、家族や仲間と自由に連絡ができるよう、ハンディ型
トランシーバーの無線機を使用する人がいます。このような無線機は、電器店
等でも簡単に購入することができます。日本国内での旅行では、日本国内で使
用できるための「技適マーク」が付いているものを使用しましょう。

自国で購入した無線機を使用する時にはご注意ください。日本国内で、「技適
マーク」がついていない無線機を使用することは、日本国内では許可とならない
不法無線局を開設することになり、日本の「電波法」に違反することになります
ので、ご注意ください。※１

また、そのような不法無線局により、日本国内において、航空、消防・救急、放
送などの重要な無線通信に混信や妨害を与えるなどの悪影響を及ぼすことが
あります。※２
※１ １年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
※２ ５年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処せられることがあります。

ただし、入国の日から90目以内に限って、以下の条件を満たす端末の使用が
認められます。
Wi-Fi端末 米国のFCC認証や欧州のCEマークの表示及びWi-Fi Allianceの認証
を受けた旨の表示（認定ロゴ）があるもの
Bluetooth端末 Bluetooth SIGの認証を受けた旨の表示（認定ロゴ）があるもの

詳しくは、電波利用ホームページへ
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